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1.2. マイページ開設の流れ 

 
 
 
 

求職者マイページを開設する流れは、次のとおりです。 
 

 
 

 ハローワークに求職登録をしたことがある求職者の方 

過去（おおむね 5 年以内）にハローワークを利用したことがある場合は、ハローワークインターネットサービスから求職者マ
イページを開設することはできません。 
求職者マイページの開設をご希望の方は、ハローワークの相談窓口において、マイページの開設を希望する旨をお申し出
いただき、メールアドレスを登録することで、求職者マイページの開設ができます。 
詳細は、『求職者マイページ利用者マニュアル（利用登録者）』を参照してください。 
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